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6.12 景観 

6.12.1 調査 

(1) 調査内容 

事業計画地周辺における景観特性及び眺望の状況を把握するために資料調査及び現地調査を

実施した。 

資料調査及び現地調査の内容は表 6.12.1 及び表 6.12.2 に、景観の現地調査地点は図 6.12.1

にそれぞれ示すとおりである。 

表 6.12.1 資料調査の内容（景観） 

調査項目 調査方法 
調査地点 

及び範囲 
調査対象期間 

地域の景観特性 

既存資料調査 

・「大阪市景観計画」（令和

6年4月1日施行） 

事業計画地周辺 最新年度 

 

表 6.12.2 現地調査の内容（景観） 

調査項目 調査方法 調査地点及び範囲 調査時期及び頻度 調査期間 

景
観 眺望の状況 眺望撮影 事業計画地周辺の眺望点 

２地点 
１回/年 令和6年9月5日 

 

 

図 6.12.1 景観の現地調査地点  
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(2) 調査結果 

1) 資料調査 

「大阪市景観計画」では、市域全体が景観計画区域に定められている。事業計画地周辺は臨海

景観形成区域に定められており、臨海部は工場や物流系の土地利用を中心とし、敷地面積及び建

物のスケールが他の市街地と比して大きい街地となっており、橋梁等の構造物からなる大スケー

ルのパノラマ景観や、大規模な工場や物流倉庫からなる産業景観が特徴とされている。 

臨海部は、比較的新しい時代に埋め立てられた新臨海部と、それ以前に形成された在来臨海部

があり、それぞれに景観の特徴がある。在来臨海部は、明治中期から埋め立てられ、新臨海部よ

り内陸に位置するエリアであり、沿岸部においては、比較的ボリュームの大きい建築物や橋梁等

の建造物が多く見られ、内陸側では、比較的小規模な住宅などが見られる。大正内港では、閉鎖

的な静水域に面して港湾関連機能と居住機能等が共存し、陸地と水面とのつながりが比較的密接

で落ち着いた雰囲気のある景観が形成されている。新臨海部は、昭和中期から埋め立てられ、沿

岸部は主に倉庫や工業系用途が発達しているが、南港ポートタウンでは、街路樹や緑地などの多

くの緑に囲まれたゆとりとうるおいを感じる住宅地の景観が形成され、港湾関連施設が立地する

海際とは異なる景観を形成している。 

事業計画地は図 6.12.2 に示すとおり、新臨海部と在来臨海部の間に位置しており、工業的で

海辺の開放感に満ちた独特の景観を形成しており、かつて材木が浮かんでいた第１～第３貯木池

があり、今でも水辺と木材加工施設が残っている。 
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出典：「大阪市景観計画」（大阪市計画調整局、令和６年３月）より作成 

図 6.12.2 臨海部の景観 

 

2) 現地調査 

眺望地点からの景観の状況は表 6.12.3 に、現況の眺望写真は図 6.12.3 に示すとおりである。 

表 6.12.3 眺望地点からの景観の状況 

地点名 区分 方向 距離 状況 

さきしまコスモタワー展望台 遠景域 北西 3.3 ㎞ 
事業計画地北西側からの眺望。事業計画地周
辺の集合住宅等の建物や港湾施設が主な景観
の構成要素である。 

平林大橋 近景域 南 0.1 ㎞ 
事業計画地南側からの眺望。事業計画地周辺
の物流施設等の建物や港湾施設が主な景観の
構成要素であり、事業計画地が視認される。 

注）方向及び距離は、事業計画地中央部からの方向及び距離を示す。 

 

  

事業計画地
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6.12.2 予測及び評価 

(1) 施設の存在 

1) 予測内容 

施設の存在に伴う影響の予測及び評価は、埋立地の存在を対象に実施した。埋立地の存在に伴

う景観の予測内容は、表 6.12.4 に示すとおりである。 

 

表 6.12.4 予測の内容 

予測項目 予測事項 予測方法 予測対象地域 予測対象時期 

埋立地 
の存在 

代表的な眺望地点
からの眺望の変化
の程度 

フォトモンタージュの作
成による方法 

事業計画地周辺 施設の存在時 

 

2) 予測結果 

主要な視点場からの現況の眺望写真及び施設完成後のフォトモンタージュは、図 6.12.3、図 

6.12.4 に示すとおりであり、予測結果（景観の変化の程度）は、表 6.12.5 に示すとおりである。 

 

図 6.12.3（1） 景観の現地調査結果（さきしまコスモタワー展望台） 
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図 6.12.4（1） 施設完成後のフォトモンタージュ（さきしまコスモタワー展望台） 

 

表 6.12.5（1） 景観の変化の程度（さきしまコスモタワー展望台） 

景観の変化の程度 
施設完成後には、埋立地が視認されるようになる。事業計画地は大阪市内の臨海部に位置し、
周囲は埋立地である在来臨海部及び新臨海部であり、港湾関連施設が立地しているため、周
辺の景観との違和感はなく、現況の景観を悪化させるものではないと予測される。また、景
観資源である新木津川大橋は施設完成後も遠景として視認できると予測される。 

 

 

  

新木津川大橋 

事業計画地 
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図 6.12.3（2） 景観の現地調査結果（平林大橋） 
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図 6.12.4（2） 施設完成後のフォトモンタージュ（平林大橋） 

 

表 6.12.5（2） 景観の変化の程度（平林大橋） 

景観の変化の程度 
施設完成後には、埋立地が近景として視認されるようになる。現況は木材整理場の濁った海
水を間近に臨む状況であったが、事業計画地西側の陸地と連続して埋立地が臨まれる。事業
計画地は大阪市内の臨海部に位置し、周囲は埋立地である在来臨海部及び新臨海部であり、
港湾関連施設が立地しているため、周辺の景観との違和感はなく、現況の景観を悪化させる
ものではないと予測される。また、水域については埋立地の存在により視認範囲が減少する
ものの、景観資源である港大橋は施設完成後も遠景として視認できると予測される。 

 

 

  

港大橋 
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3) 評価 

a) 環境保全目標 

景観についての環境保全目標は、「魅力ある都市景観の形成及び周辺都市景観との調和に配慮

していること。」、「大阪市景観計画、その他景観法及び大阪市都市景観条例等に基づく計画又

は施策等の推進に支障がないこと。」とし、本事業の実施が及ぼす影響について、予測結果を環

境保全目標に照らして評価した。 

 

b) 評価結果 

事業計画地は、「大阪市景観計画」において臨海景観形成区域として設定されている。予測結

果より、さきしまコスモタワー展望台からの眺望景観は、施設完成後、埋立地が視認されるよう

になるものの、周囲は埋立地である在来臨海部及び新臨海部であり、港湾関連施設が立地してい

るため、周辺の景観との違和感はなく、現況の景観を悪化させるものではないと予測される。ま

た、景観資源である新木津川大橋は施設完成後も遠景として視認できると予測される。平林大橋

からの眺望景観は、施設完成後、埋立地が近景として視認されるようになるものの、事業計画地

西側の陸地と連続して埋立地が臨まれるようになり、周辺の景観との違和感はなく、現況の景観

を悪化させるものではないと予測される。また、水域については埋立地の存在により視認範囲が

減少するものの、景観資源である港大橋は施設完成後も遠景として視認できると予測される。 

さらに、事業の実施にあたっては、以下の環境保全対策を実施することにより、埋立地の存在

による影響を最小限にとどめ、魅力ある都市景観の形成及び周辺都市景観との調和に配慮する計

画である。 

 

・ 埋立地について、周辺の埋立地の景観との調和に配慮するとともに、事業計画地内に整備

する道路には、緑地帯を設けることとし、その植栽樹種の選定にあたっては、自然植生へ

の配慮に努める。 

 

以上のことから、本事業の実施が景観に及ぼす影響は、最小限にとどめるよう環境保全につい

て配慮されており、環境保全目標を満足するものと評価する。 
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7. 環境の保全及び創造のための措置 
環境の保全及び創造のために講じることを予定している措置は、以下に示すとおりである。 

 

7.1 工事計画 

・ 工事計画の策定にあたっては、可能な限り最新の公害防止技術や工法等の採用及び低公害

型機械の使用等、周辺地域に対する環境影響の回避・低減対策の実施に努める。 

 

7.2 交通計画 

・ 工事関連車両の走行にあたっては、歩道が整備された幹線道路や高速道路利用を優先する

こととし、特定の時間帯に集中することがないよう、車両走行ルートの適切な選定、走行

時間帯の配慮、輸送率の向上、運転者への適正走行の周知徹底、工事関連車両の運行管理

等、周辺地域に対する環境影響の回避・低減対策の実施に努める。 

 

7.3 緑化計画 

・ 事業計画地内に整備する道路には、緑地帯を設けることとし、その植栽樹種の選定にあた

っては、自然植生への配慮に努める。具体的な緑化計画については、今後、詳細な設計と

併せて、関係機関と協議・調整を行い、決定する。 

 

7.4 廃棄物に関する計画 

・ 建設副産物の再利用の促進を図るとともに、公共建設事業の円滑な推進を図るため、本市

の建設工事に伴う発生残土のうち減量化、再利用しても、なお、処分が必要となる陸上発

生残土を埋立土砂として有効に活用する。 

・ 事業計画地内で発生したコンクリートがらについては、再資源化施設へ搬出すること等に

より、廃棄物等の発生抑制及び再資源化率の向上を図る。 

・ 方塊、砕石及び中詰砂については、再資源化施設へ搬出すること等により、廃棄物等の発

生抑制及び再資源化率の向上を図るとともに、再利用可能な材料については、護岸築造の

材料として再利用を検討する。 

・ 廃棄物の処理・処分にあたっては、法令に定められた基準等に基づき、適正に処理すると

ともに、輸送の際は、住居地域が少ないルートの選択や廃棄物の搬出時にはシートで覆う

等の飛散防止に努め、周辺地域の生活環境に十分配慮するものとする。 
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7.5 環境保全計画 

7.5.1 大気質 

a) 建設工事中 

・ 工事計画の策定にあたっては、周辺環境への影響の小さい工法の採用、低公害型建設機械

の使用、散水の実施等により、大気汚染による環境影響の回避又は低減に努める。 

・ 建設機械の稼働については、国土交通省指定の排出ガス対策型建設機械の採用や良質燃料

の使用等により、大気汚染物質の排出量の低減に努めるとともに、空ぶかしの防止、アイ

ドリングストップの励行等、適切な施工管理を行う。 

・ 船舶は適切に整備・点検を行い、整備不良による排出ガス中の大気汚染物質の増加を抑制

する。 

・ 船舶の航行にあたっては、航行速度の最適化に努め、高負荷運転をしないよう関係者への

周知徹底を図る。 

・ 建設資材等の運搬は、車両走行ルートの通行時間帯の配慮、運転者への適正走行の周知徹

底、工事関連車両の運行管理を行う。 

・ 車両走行ルートの適切な設定を行い、歩道を有する幹線道路や高速道路の利用を優先する。 

・ 工事関連車両のタイヤ洗浄等により粉じんの飛散防止に努める。 

 

7.5.2 水質・底質 

a) 埋立地の存在時 

・ 水質・底質に及ぼす影響を低減させるため、埋立地は、岸壁の整備及び貨物取扱用地・流

通施設用地の整備のために必要な最小限の面積とする。 

・ 埋立地周辺の環境を定期的にモニタリングし、汚染の有無を監視する。 

 

b) 建設工事中 

・ 建設工事の実施にあたっては、工事着手前に水質汚濁防止法、大阪府生活環境の保全等に

関する条例に従い、関係機関と協議し、適切な対応及び手続きを進める。 

・ 公共残土等の受入は、外周護岸などにより土砂が周辺海域に流出しない措置を講じた上で

行う。 

・ 周辺海域への濁りの流出を極力防止するため、工事施工区域内に汚濁防止膜を展張するな

ど、濁りの拡散を最小限にとどめるよう努める。 

・ 工事期間中の工事排水や作業員等の生活排水について、当該地区において下水道は基盤整

備工事にて整備する予定であることから、雨水及び汚水管が整備されるまでは、工事排水

（雨水・濁水）は、水質汚濁防止法、大阪府生活環境の保全等に関する条例の排水基準を

満足させるよう、濁水処理施設、沈殿池で管理して、水は海域へ排水し沈殿物は一般廃棄

物で処理する。工事中の汚水（し尿）は、水質汚濁防止法、大阪府生活環境の保全等に関

する条例の排水基準を満足させるよう、仮設浄化槽で処理し、水質管理を行ったうえで、

海域へ排水するか、汚水の排出量が少ない期間については、汲み取りにより、周辺のし尿

処理場へ搬出する。 
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7.5.3 騒音・振動・低周波音 

a) 建設工事中 

・ 工事計画の策定にあたっては、一時的に工事が集中しないよう工事工程を調整するととも

に、周辺環境への影響の小さい工法を採用する。 

・ 建設機械については、低公害型機械の使用、十分な点検・整備等の対策を講じる。 

・ 建設工事の実施にあたっては、空ぶかしの防止、アイドリングストップの励行等、適切な

施工管理を行う。 

・ 多くの作業船が同時に稼働しないように工程調整に努めるほか、作業船や建設機械の点検

を十分行うように施工業者を指導する。 

・ 工事用車両の走行にあたっては、過積載の防止、積み荷の安定化、制限速度の遵守、空ふ

かしの禁止、アイドリングストップの遵守等、適切な運行を指導する。 

・ 工事用車両の走行ルートや時間帯は、道路規格、周辺道路の状況、住居の立地状況等に配

慮し、効率的で環境負荷が小さくなるよう、計画的な運行管理を行う。 

・ 建設機械の稼働に伴う振動低減のため、地盤の整地に努める。 

・ 作業船の運航にあたっては、航行速度の最適化に努め、低周波音が大きくなる高負荷運転

時間の減少に努めるよう関係者への周知徹底を図る。 

 

7.5.4 廃棄物・残土 

a) 建設工事中 

・ 建設副産物の再利用の促進を図るとともに、公共建設事業の円滑な推進を図るため、本市

の建設工事に伴う発生残土のうち減量化、再利用しても、なお、処分が必要となる陸上発

生残土を埋立土砂として有効に活用する。 

・ 事業計画地内で発生したコンクリートがらについては、再資源化施設へ搬出すること等

により、廃棄物等の発生抑制及び再資源化率の向上を図る。 

・ 方塊、砕石及び中詰砂については、再資源化施設へ搬出すること等により、廃棄物等の発

生抑制及び再資源化率の向上を図るとともに、再利用可能な材料については、護岸築造の

材料として再利用を検討する。 

・ 廃棄物の処理・処分にあたっては、法令に定められた基準等に基づき、適性に処理すると

ともに、輸送の際は、住居地域が少ないルートの選択や廃棄物の搬出時にはシートで覆う

等の飛散防止に努め、周辺地域の生活環境に十分配慮するものとする。 

・ 建設工事に伴う建設廃棄物については、発生抑制、再利用、再資源化について適切な工法

の選定、廃棄物の分別コンテナの設置等の措置を講じる。 
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7.5.5 水 象 

a) 埋立地の存在時 

・ 水象に及ぼす影響を低減させるため、埋立地は、岸壁の整備及び貨物取扱用地・流通施設

用地の整備のために必要な最小限の面積となるよう、周辺水域の流れや流況に及ぼす影響

が軽微となるよう配慮する。 

 

7.5.6 動物・植物・生態系 

a) 埋立地の存在時 

・ 埋立地の計画にあたっては、護岸の整備及び貨物取扱用地・流通施設用地の整備のために

必要な最小限の面積とするなど、海域動物・植物の生息・生育環境や海域生態系、水域の

保全に努める。 

・ 工事計画の策定にあたっては、周辺環境への影響の少ない工法の採用、低公害型機械の使

用、工事施工区域内での汚濁防止膜の展張等により、粉じん、騒音、振動、濁水等による

海域動物・植物の生息・生育環境や海域生態系に及ぼす影響の低減に配慮する。 

・ 公共残土等の受入は、外周護岸などにより土砂が周辺海域に流出しない措置を講じた上

で行う。 

 

b) 建設工事中 

・ 工事計画の策定にあたっては、周辺環境への影響の少ない工法の採用、低公害型機械の使

用、散水の実施、汚濁防止膜の展張等により、粉じん、騒音、振動、濁水等による陸域動

物の生息・生育環境に及ぼす影響の低減に配慮する。 

・ コアジサシは、工事の実施にあたっては、環境省が公表している「コアジサシ繁殖地の保

全・配慮指針」に基づき、防鳥ネットによる被覆等の営巣防止策を実施する。その上で、

営巣が確認された場合には、付近を原則立ち入り禁止とする等、配慮・対策を行う。 

・ 埋立地の計画にあたっては、護岸の整備及び貨物取扱用地・流通施設用地の必要な最小限

の面積とする等、動物、植物の生息・生育環境や水域の保全に努める。 

・ 事業計画地内に整備する道路に緑地帯を設けるほか、道路の緑地帯における植栽樹種の

選定にあたっては、自然植生への配慮に努める。 

・ 事業に関連して発生したごみは適切な方法での処分、定期的な清掃等を行い、鳥類の誤食

や怪我防止に努める。 

 

7.5.7 景観 

a) 埋立地の存在時 

・ 埋立地について、周辺の埋立地の景観との調和に配慮するとともに、事業計画地内に整備

する道路には、緑地帯を設けることとし、その植栽樹種の選定にあたっては、自然植生へ

の配慮に努める。 
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7.6 大阪市環境基本計画に基づく対応 

「大阪市環境基本計画」において定められた持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の考え方を活か

した５つの戦略「１：地域、市民、事業者との連携強化」「２：経済、社会、環境の統合的な向

上」「３：持続可能な新しい技術、イノベーションの創出・活用」「４：国際展開の強化」「５：

持続可能で効率的な行政運営」及び、５つの環境施策「低炭素社会の構築」「循環型社会の形成」

「快適な都市環境の確保」「地球環境への貢献」「すべての主体の参加と協働」に配慮するとと

もに、前述の環境の保全及び創造のために講じる予定の措置を実行することで、「ＳＤＧｓ達成

に貢献する環境先進都市」の実現に寄与する計画の推進に努める。 

 



8-1 

 

8. 事後調査の方針 
本事業の実施にあたっては、表 8.1 に示す内容について、事後調査を行う計画としている。 

なお、事後調査の結果、本事業により顕著な環境影響があると認められた場合には、関係機関

と協議の上、適切な対策等を検討、実施する。 

事後調査の詳細については、今後、関係機関と協議の上、決定する。 

表 8.1 事後調査計画 

調査項目 
調査時期、期間 

及び頻度 
調査地点及び範囲 

建設 

工事中 

建設機械の稼働状況 

工事関連車両の台数 
工事期間中 事業計画地内 

水質 

水素イオン濃度（pH） 

工事中（地盤改良工事

中） 

1 回/週 

・No.A 地点（調査地点に準拠。6.3 

水質・底質 図 6.3.2 参照） 

・No.B 地点（調査地点に準拠。6.3 

水質・底質 図 6.3.2 参照） 
・木津川河口 

・住吉川河口 

水質 

濁度 

工事中（護岸建設中） 

1 回/日 

水質 

浮遊物質量（SS）、 

不揮発性浮遊物質量（FSS） 

工事中（護岸建設中） 

1 回/週 

水質 

化学的酸素要求量（COD）、 

総窒素（T-N）、全リン（T-P）、 

溶存酸素（DO） 

工事中（護岸概成時） 

2 回 

騒音・振動・低周波音 

建設作業騒音・振動・低周波音 

工事最盛期平日 2 回 

工事実施時間帯 

事業敷地境界 3 地点 

（工事状況に基づき決定） 

騒音・振動 

道路交通騒音・振動 

工事最盛期平日 2 回 

工事実施時間帯 

・No.④地点（調査地点に準拠。6.4 

騒音 図 6.4.1 参照） 

・No.⑤地点（調査地点に準拠。6.4 

騒音 図 6.4.1 参照） 

廃棄物・残土 

種類別発生量・排出量（有効利用

量・処分量） 

工事期間中 事業計画地内 

（注）１．工事最盛期の時期は、工事の進捗状況を踏まえて最終的に決定する。 

２．濁度の調査日程については、工事の作業日に合わせて実施する。 
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9. 環境の保全及び創造の見地からの意見と事業者見解 
9.1 方法書についての意見と事業者見解 

9.1.1 住民からの意見 

大阪市環境影響評価条例第９条第１項の規定に基づく、本事業の環境影響評価方法書に関する、

住民からの環境の保全及び創造の見地からの意見書の提出はなかった。 

 

9.1.2 市長意見及びこれに対する事業者の見解 

大阪市環境影響評価条例第 10 条第１項の規定に基づく、本事業の環境影響評価方法書に関す

る市長意見とこれに対する事業者の見解は、表 9.1 に示すとおりである。 

表 9.1 方法書に関する市長意見とこれに対する事業者の見解 

市長意見 左の意見に対する事業者の見解 

〔水質・底質〕 

潮汐により河口域の濁度などへの影響も考え

られることから、事後調査計画の作成にあたっ

ては、予測結果を踏まえつつ、河口域における

調査地点を追加すること。 

環境影響評価実施済み箇所の建設工事中にお

いては、潮汐により河口域の濁度などへの影響

も考えられることを踏まえ、工事の影響による

濁りを測定する地点と工事の影響を受けにくい

バックグランド地点を設定し、事後調査を実施

しています。本環境影響評価の事後調査におい

ても、同様に、現地調査地点に加えて、河口域の

濁度などへの影響を把握する地点を設定するよ

う、事後調査計画を作成します。 
 

〔騒音、振動、低周波音〕 

道路交通の調査地点周辺において、環境保全

施設（集合住宅）があるため、環境騒音・環境振

動・低周波音の調査地点を追加し、環境への影

響を確認すること。 

道路交通の調査地点№③は、環境保全施設（集

合住宅）が立地していることを踏まえ、本事業の

影響を最も大きく受ける建物北側（市道浜口南

港線（住之江通）に面する箇所）を対象として、

設定した地点になります。一方で、本集合住宅

は、南北に立地しており、市道浜口南港線（住之

江通）の道路交通の影響が小さい場所にも住宅

が存在します。このことを踏まえ、本集合住宅の

西側に立地する南港東公園において、道路交通

の影響が小さい地点を選定し、環境騒音・環境振

動・低周波音を調査することとします。 
 

〔景 観〕 

事業計画地の上部に架かる平林大橋からは、

現状では北側に障害物がなく、景観資源である

港大橋や水域等を眺望できることから、この貴

重な広がりが感じられる景観の保全について確

認するため、調査及び予測地点に追加すること。 

事業計画地の上部に架かる平林大橋から景観

資源である港大橋や水域等を眺望できることを

踏まえ、平林大橋上から港大橋や海域等が眺望

できる景観の現地調査及び予測地点を追加し、

それらの景観について予測・評価し、景観の保全

について検討します。 
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10. 特定届出の種類 
本事業に必要な特定届出等は、以下に示すとおりである。 

 

【特定届出等】 

(1) 景観法第 16 条第１項の規定による届出 

 

【許可等】 

(1) 公有水面埋立法第２条第１項の規定による許可 

(2) 港則法第 31 条第１項の規定による許可 
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